
回　　　　答

残油処置について別施設で保管と記載されていますが、「豊中
市立青少年自然の家わっぱる」の敷地内で保管が出来ないとい

う事でしょうか？

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 豊中市立青少年自然の家わっぱる重油タンク整備工事

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

敷地内での保管は出来ません。別施設にて一時保管し、本整備工事完了
後に重油タンクに戻します。輸送費及び保管費は本工事に含みます。


